
 

 

 

 

企業を取り巻く経済環境が厳しさを増す中で、本県企業の持続的な成長を

担う人材として女性への期待は大きく、企業における男女共同参画の推進が

求められております。 

県では、男女共同参画推進の具体的な取組を宣言する企業等を「いしかわ

男女共同参画推進宣言企業」として認定し、広報や各種情報の提供等により

その取組の支援をおこなっております。 

より多くの企業の方々に自らの取組を宣言していただき、男女がともに生

き生きと働くことができる職場環境づくりの応援をさせていただきたいと考

えております。 

現状からさらに一歩でも前進するよう、それぞれの実情に応じた取組をご

検討頂き、宣言してみませんか。 

随時、受け付けをしておりますので、是非、ご検討ください！ 

 

◎宣言をすると・・・ 

   要件審査のうえ「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」に認定します。

◎認定されると、 

   ・「いしかわ男女共同参画推進宣言企業シンボルマーク」を交付します。 

・企業名や宣言内容などを積極的に広報します。 

・男女共同参画推進に関する各種情報等を提供します。 

・石川県が発注する建設工事、物品の製造の請負・購入等及び  

建築物管理業務の入札参加資格に係る審査において加点対象となり

ます。 

◎ 応 募 方 法 は ？ 

  申請書に必要事項を記載し、石川県男女共同参画課まで郵送または持参してください。  

募集要綱、申請様式等は県のホームページからダウンロードできます。  

ＵＲＬ http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/suisinkigyou/ninteiseido.html 

  

◇問い合わせ先◇  石川県男女共同参画課 啓発普及グループ 

            TEL 076-225-1378 FAX 076-225-1374 
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